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こども・妊産婦・ひとり親家庭・重度心身障害者

医療費助成制度

▽ こども・妊産婦・ひとり親家庭
　　＝児童家庭課・☎⑳２１４９

▽ 重度心身障害者
　＝障がい福祉課・☎⑳２１６９

種　類 対象者・対象期間 登録に必要なもの 登録場所

こ ど も
医 療

対象　中学３年生（満１５歳の３月末）までの子ども
期間　子どもの出生日または転入日から満１５歳の３月末まで
助成方法　▷県内の医療機関＝窓口での保険診療分の
　　　　　　　　　　　　　　負担なし…★

　 　 　 　 　 ▷県外の医療機関＝上記の申請が必要

①子どもの名前が記載
された健康保険証（出生
届出時は扶養予定の方
の健康保険証）
②保護者名義の預金通帳 
③印鑑

児童家庭課
各公民館　

（織姫・助戸
を除く）

妊 産 婦
医 療

対象　母子健康手帳の交付を受けた妊産婦
期間　母子健康手帳の交付を受けた月の初日または転入日
　　　から出産（流産・死産）した月の翌月末まで
※母子健康手帳の交付を受ける前の、妊娠に起因する疾
　病（流産を含む）も対象（医療機関の証明が必要）。

①健康保険証
②母子健康手帳
③対象者名義の預金通帳
④印鑑

児童家庭課
保健センター
各公民館　

（織姫・助戸
を除く）

ひとり親
家庭医療

対象　▷満１８歳の３月末までの子どもを養育している配
　　　　偶者のいない方およびその子ども（配偶者がいて
　　　　も一定の障がいがある場合などは対象）
　　　▷両親がいないため両親以外の方に養育されてい
　　　　る満１８歳の３月末までの子どもおよびその保護者
期間　事実発生日（死別、離婚など）または交付申請した
　　　月の初日から子どもが満１８歳の３月末まで
※所得制限があり、毎年８月に資格の更新があります。

①健康保険証
②児童扶養手当証書ま
たは遺族年金証書（いず
れも該当しない方は、全
部（個人）事項証明書）
③養育者名義の預金通帳
④印鑑

児童家庭課

重度心身
障 害 者
医 療

対象　▷身体障害者手帳１・２級の方
　　　▷療育手帳Ａ１・Ａ２の方
　　　▷身体障害者手帳３・４級で知能指数50以下の重複
　　　　障がいの方
　　　▷知能指数３５以下の方
期間　登録申請した月の初日から

①健康保険証
②身体障害者手帳または
療育手帳（市診断書でも可）
③対象者名義の預金通帳
④印鑑

障がい
福祉課
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 ● 申請書は市役所、各公民館（織
姫・助戸を除く）、行政Ｓ

サービスセンター
Ｃにある

ほか、市ホームページで入手可。

 ● 窓口申請のみコピー
でも可。原本も持参。
郵送の場合は必ず原本。

 ● 助成金振込口
座に『貯蓄預金』
は利用不可。

 ● 封筒は市役所、各公
民館（織姫・助戸を除
く）、行政Ｓ

サービスセンター
Ｃにあり。

★…医療機関を受診の際、未就学児はベージュ色、小～中学生までは白色のこども医療費受給資格証を使
用してください。令和２年４月に小学校に入学される方には白色の受給資格証を３月下旬頃にお送りします。

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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医療費助成制度の続き
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適正受診にご協力を
家計にも、まちにもやさしい

 ● かかりつけ医を持ちましょう。
 ● 重複受診はやめましょう。
 ● 緊急時以外、時間外診療は控えま
　しょう。休日や夜間の急な病気で
　心配なときは１３ページに記載の
　電話相談窓口をご活用ください。

栃木県赤十字血液センター・☎０２８・６５９・０１１４

献血にご協力ください

　新薬と同じ有効成分・
効能があると厚生労働省
から認められた医薬品のことです。　

ジェネリック医薬品を
活用しましょう

ジェネリック医薬品の安全性は？

ジェネリック医薬品とは？

　ジェネリック医薬品は、国の厳しい検査
をクリアしたものだけが承認されています。
効き目はもちろん、安全性、品質も確認さ
れています。

●ジェネリック医薬品を使用することによ 
り、医療費を下げられる場合があります。

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

●すべてのお薬にジェネリック医薬品があ
るわけではありません。ジェネリック医薬
品を希望される場合は、医師・薬剤師にご
相談ください。

主催＝足利南ライオンズクラブ時３月１７日㈫／
午前１０時～正午、午後１時～４時場アピタ・コム
ファースト駐車場対１６歳から６９歳までの健康な
方持献血カードまたは本人確認できるもの（運転免
許証、健康保険証など）※性感染症の検査目的は
不可。性感染症検査は、毎週火曜日の午後１時か
ら２時まで安足健康福祉センター（☎㊶５８９５）で
実施（要予約）。

　薬剤師が、薬の種類や量、使用期限な
どを確認し、薬の調整を行う場合があり
ます。

保険年金課・☎⑳２１４７

飲み残しの薬は、
薬局に
相談しましょう


